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役員報酬等の支給額について  

 

 

  大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第７条第１項の規定により、  

 平成２４年度の役員報酬額及び退職金額を公表します。  

 

１ 役員報酬額  

役 職  常勤・非常勤の別  報酬額  備 考  

理事長  常 勤  12,599,520 円   

副理事長  常 勤  11,497,305 円  使用人兼務役員  

理 事  常 勤  10,909,784 円  使用人兼務役員  

監 事  非常勤  188,880 円   

監 事  非常勤  189,840 円   

 

 

※副理事長、理事については、当法人職員給与規程に基づき、職員としての給料及

び諸手当を支給している。なお、役員としての報酬の支給は行っておりません。  

 

※非常勤役員への賞与及び諸手当の支給は行っておりません。  

（通勤に要する費用相当額は除く）  

 

２ 退職金額  

    

※役員への退職金の支給は行っておりません。ただし、常勤職員として給料手当を

支給している使用人兼務役員が退職した場合は、当法人職員退職手当規程に基づき

退職金の支給を行います。  


